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　本市においては，平成22年国勢調査の結果では，５年前と比較して１万５千人以上の人
口が減少し，高齢化率が27％に達するなど，人口減少や高齢化が進んでいる状況にあり，
今後もさらなる進行が予測されていることから，これまでの人口増加を前提に市街地拡大
を基調としたまちづくりから，既存ストックを活用した集約型都市構造へと大きく方向転換
を図ることが必要となっています。
　そこで，この新しい都市計画マスタープランにおいては，公共交通の利便性が高い中心
市街地や路面電車沿線などに都市機能を集約し，これらの周辺に居住してもらうことによ
って，まちの維持管理コストを抑えつつ一定の利便性が確保される，「コンパクトなまちづ
くり」を目指すことを基本方針としました。コンパクトなまちは，歩いて日常生活を送ること
ができることを基本とするまちであって，老若男女，自家用車を利用する方も利用しない方
も，市民のみなさんにとって便利なまちであると考えております。
　一方で，まちづくりは，行政の力だけでできるものではなく，市民や各種団体，そして事
業者の方々の力が不可欠です。そこで，この新しい都市計画マスタープランをもとに，市民
や各種団体，事業者の方 と々「コンパクトなまちづくり」の推進についてイメージを共有し，
また，御協力をいただきながら，活気に満ちて，だれもが幸せに暮らせるまち・函館の実現
に，取り組んでまいりたいと考えております。
　最後に，策定にあたり，市民懇話会やまちづくりワークショップに御参加いただいた皆様
をはじめ，都市計画審議会の委員の皆様，そして市民アンケート調査などを通じて貴重な
御意見や御提言をお寄せいただいた皆様に心から厚く御礼申し上げます。

平成23年12月
函館市長　工　藤　壽　樹
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